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津波の被害を受けた設備のうち、原子炉の冷却に用いられる設備であり、今般の津波

による設備被害の特徴を┵的に示している設備について被害状況を以下に示す。 
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１号機から４号機は海水を利用することで፣უ熱の除去を行う構造になっている。ま

た、非常用Ｄ㧛㧳も海水を利用して機関の冷却を行う構造である。このため、海側エリ

アに海水を取り込むための非常用海水系ポンプ1が設置されている。なお、これらのポン

プは、海水熱交換器建屋内に設置されている。これは、直接海水を原子炉建屋内へ送水

することとせず、中間に熱交換器、冷却水ポンプを有する᷆水ループを設け、補機冷却

設備の海水熱交換器等諸装置を一独立収納し、非放射線管理区域化する海水熱交換器

建屋を設置することにより、海水の炉水への漏えい防止や

保性の向上などを目的としたものである。なお、海水系

ポンプは屋外様であるが、一独立収納することに合わ

せて、熱交換器建屋に設置したものである。 

これらの非常用海水系ポンプを設置している海側エリア

の敷地高さは 1.2.㧗４㨙であり、津波高さの評価結果を踏

まえ、津波の高さ５．１～５．２㨙に対して機能を確保で

きるよう対策を⻠じていたものの、津波はそれを大に超え

るものであったことからこれらのポンプのモータは被水・浸

水し、系統の機能を喪失した。 

なお、福島第二原子力発電所の非常用海水系ポンプは、海水熱交換器建屋内に設置さ

れていたものの、海水熱交換器建屋周囲は津波によって３㨙⒟度の浸水深となり、建屋

ゎ体には損傷は認められなかったがドア等の地上開口部が⎕損し、すべての海水熱交換

器建屋が浸水した。 

このため、電源⋚、ポンプのモータが被水して、ᱷ⇐熱除去海水系は全８系統のうち

３号機の１系統を除いて機能喪失した。また、Ａ系、㧮系、㧴系の３系統ある非常用   

Ｄ㧛㧳海水系は３号機の㧮系，㧴系及び４号機の㧴系の３系統を除きすべて機能を喪失

した。 
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福島第二原子力発電所では、各号機毎に３บ（Ａ，㧮，㧴）

の非常用Ｄ㧛㧳を設置している。地上開口部から原子炉建屋

（付ዻ棟）に浸水した１号機では、３บある非常用Ｄ㧛㧳の

すべてが被水して使用できなくなった。また、非常用Ｄ㧛㧳

本体は被水を免れても津波浸水によって非常用Ｄ㧛㧳海水

系の電源⋚・ポンプのモータが被水したものは、ディーゼル

機関の冷却ができなくなり機能を喪失した。非常用Ｄ㧛㧳の

海水系は３号機（㧮，㧴）及び４号機（㧴）の３系統を除き

                                            
1非常用海水系ポンプ設備は、ᱷ⇐熱除去海水系ポンプ及び中間ループᓴ環ポンプ、非常用ディーゼル発電設備冷却系中

間ループᓴ環ポンプ、高圧スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系海水ポンプ及び中間ループᓴ環ポンプをいう。 

被水した１号機ᱷ⇐熱除去海水系

中間ループᓴ環ポンプ 

被水した１号機Ｄ㧛㧳（Ａ）


